
国自総第4 4 8号   

国自旅第16 5号  

国自貨第10 7号  

国自整第15 0号  

平成14年1月31日  

各地方運輸局長  

沖縄総合事務局長  

自 動 車 交 通 局 長  

道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の  

施行に伴う関係通達の廃止及び改正等について   

平成14年2月1日の道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を  

改正する法律（平成12年法律第86号）の施行に伴い、道路運送法等の運用等  

について定めた通達のうち、下記1．に掲げる通達を廃止し、下記2，に掲げる通  

達について別紙1の新旧対照表のとおり改正することとするとともに、下記1．  

に掲げる通達のうち※印を付したものの廃止に伴い、別紙2の通達を定めること  

とし、平成14年2月1日から施行する。   

なお、これ以外の通達において今回までの道路運送法等の改正により条文の移  

動、処分の用語の変更（免許→許可等）があった場合には、現在の相当する条文、  

処分の用語等に読み替えてこれを適用するものとする。   



記  

1．廃止する通達  

・ハイヤー運賃の適用方とメーター横の取付について（昭和24年12月27  

日自監第2416号）  

・自動車運送事業の業務の範囲の限定の取扱方等について（昭和26年9月1  

3日自旅第1230号・自貰792号）  

・道路運送法第41条の運用について（昭和26年10月15日自旅第135  

1号）  

・自動車運送事業免許事案の取扱について（昭和27年12月27日自賃第1  

667号・自旅第2643号）  

・一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の運賃及び料  

金の認可に関する職権委任について（昭和28年11月2日自旅第2181  

号・自貨第1219号）  

・聴聞を実施すべき旨の指示及び運輸開始の確認を要しない旨の指定について   

（昭和28年11月19日自旅第2300号・自賃第1240号）  

・聴聞概要報告書の様式について（昭和29年1月28日自旅第147号）  

・自動車航送航路を利用して旅客を運送する場合の旅客自動車運送事業の運賃、   

料金について（昭和30年4月20日自旅第1314号）  

・有料道路利用の場合における運賃及び料金の取扱方について（昭和30年7  

月20日自旅第1325号）   

■自動車運送事業等監査規則について（昭和30年12月23日自旅第273  

4号）   

■道路運送法の一部改正並びにこれに伴う政令及び省令の全面改正又は一部改   

正に係る行政取扱について（昭和31年8月16日自参第8号）  

・自動車運送事業等運輸規則の改正について（昭和31年10月18日自車第  

578号・自整第60号）   

－タクシー個人営業（1人1車制）の取扱について（昭和34年12月2日自  

旅第2842号）   



・一般乗合旅客自動車運送事業の路線の一時的変更に関する休止許可及び臨時   

免許申請の取扱いについて（昭和35年5月31日自旅第1025号）  

・事案公示の統一について（昭和35年11月22日自旅第2340号・自貨   

第416号）  

・自動車運送事業の免許及び認可申請の処理について（昭和36年11月20   

日自旅第2360号・自貰第332号）  

・自動車運送事業等運輸規則の一部改正に関する改正条項の解釈について（昭   

和37年10月27日自幸第905号）  

■高速自動車国道に係る乗合バス事業の免許等について（昭和38年7月2日   

自旅第751号の3）   

・空港バスについて（昭和38年10月3日自旅第1021号）  

・個人タクシー （1人1車制）の免許の条件について（昭和39年1月22日   

自旅第12号）  

・自動車運送事業等報告規則の実施について（昭和39年5月8日自総第37   

6号・自旅第208号■ 自貨第93号）  

・自動車運送事業等報告規則第4条の規定による自動車運送事業者の指定につ   

いて（昭和39年7月1日自旅第304号・自貰第140号）  

・自動車運送事業会計規則並びに通運事業の財務諸表の様式を定める省令の取   

扱いについて（昭和39年7月24日自総第518号）  

・自動車運送事業会計規則の一部改正及び小規模事業者に適用する財務諸表等   

について（昭和39年11月25日自総第927号）   

・自動車運送事業等運輸規則の一部改正について（昭和40年12月17日自   

旅第1215号・自車第831号）  

・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃変更認可申請事案の取扱いについて（昭   

和41年6月17日自旅第531号）  

・乗合バスの運賃改定について（昭和42年9月19日自旅第506号） 提  

要285  

・自動車運送事業等運輸規則の一部改正について（昭和42年10月24日自   

旅第575号）   



・自動車運送事業等報告規則第2条第1項第2号による自動車運送事業者の指   

定について（昭和43年4月24日自総第398号）  

・自動車運送事業等報告規則第4条の規定による自動車運送事業者の指定につ   

いて（昭和43年4月30日自旅第241号t自貨第108号）  

・運賃改訂等に関する稟伺の廃止について（昭和45年6月6日自旅買367   

号）  

1旅客自動車運送事業に係る許認可等の簡素化について（昭和45年6月18   

日自旅第389号）  

・運賃改訂等に関する連絡等について（昭和45年6月18日自旅第391   

号）  

・ハイヤー・タクシー関係事務処理の改善について（昭和45年11月28日  

自旅第694号）  

・大都市周辺部の深夜のバス輸送について（昭和45年12月14日自旅第7   

21号）  

・自動車運送事業会計規則の一部改正に伴い小規模事業者等に適用する勘定科   

目及び財務諸表等について（昭和46年6月10日自総第405号）  

・一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する車両の使用停止処分につ   

いて（昭和46年6月29日自旅第312号）  

t一般乗合旅客自動車運送事業の運賃改定要否の検討基準及び運賃原価算定基   

準について（昭和47年2月23日自旅第61号）  

・一般乗合旅客自動車運送事業の要素別原価報告書について（昭和47年3月   

1日自旅第75号）  

・地域バス対策協議会の設置について（昭和47年8月31日自旅第271  

号）  

・大量レジャー施設における自家用自動車の取扱いについて（昭和50年1月   

4日自旅第1号）  

・一般自動車運送事業会計規則及び自動車運送事業等報告規則の一部を改正す   

る省令の取扱いについて（昭和50年4月4日自総第211号）  

・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について（昭和5   



1年4月26日自旅第115号）  

・旅客自動車運送事業における運転者の選任について（昭和53年6月15日   

自旅第203号）  

・運輸省関係行政事務の簡素合理化及び整理に関する省令（昭和60年12月  

14日運輸省令第40号）による自動車運送事業等運輸規則（昭和31年運   

輸省令第44号）の一部改正について（昭和60年12月24日地備第30  

8号・地車第183号）  

t地方公共団体との日常的連携・協力の強化について（昭和61年3月10日   

地自第37号）  

・一般貸切旅客自動車運送事業者による乗合旅客運送の許可について（昭和6   

1年6月10日地自第124号）  

・タクシーの増車認可申請に係る審査について（昭和62年9月1日地自第1   

33号）  

・過疎地域等における乗合タクシーの導入について（昭和63年3月2日地自   

第34号）  

・経営改善5カ年計画及び各年度の承認基準（平成2年6月8日地整第139   

号）   

・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金について（平成5年10月6日自旅  

第218号）  

一運賃料金の多様化、需給調整の運用の緩和その他タクシー事業についての今   

後の行政方針について（平成5年10月6日自旅第219号）  

・運輸大臣権限に係る一般乗合旅客自動車運送事業の免許及び運賃料金認可に   

関する審査基準及び標準処理期間について）（平成6年8月1日自旅第120   

号）  

・一般旅客自動車運送事業の免許、事業計画変更認可及び運賃料金認可に関す   

る処理方針について（平成6年8月11日自旅第125号）  

・一般旅客自動車運送事業の免許、事業計画の変更認可及び運賃料金認可に関   

する標準処理期間の設定方針について（平成6年8月11日自旅第126  

号）   



・行政手続法の施行に伴う道路運送法上の申請に対する処分（自動車道事業に   

係るものを除く。）に関する処理方針について（平成6年9月27日自旅第1   

41号） ※  

t行政手続法の施行に伴う道路運送法上の申請に対する処分（自動車道事業に   

係るものを除く．）に関する標準処理期間の設定方針について（平成6年9月   

27日自旅第142号） ※   

・旅客自動車運送事業等運輸規則の一部改正について（平成7年3月23日自   

琵第78号■自保第89号■ 自旅第71号）  

・個人タクシー問題への対応策の実施について（平成7年6月13日自旅第1   

39号）  

・経営改善計画承認基準の一部改正について（平成7年6月14日自企第79   

号）  

・自家用マイクロバスの貸渡しの許可についての審査基準の運用について（平   

成7年8月4日自旅第184号）  

■個人タクシー（1人1車制）に係る事務処理の明確化及び関係通達の整理に   

ついて（平成7年9月13日自旅第198号）  

・個人タクシー事業に係る試験制度等の見直しについて（平成8年6月24日   

自旅第106号）  

・需給調整の運用の緩和その他タクシー事業に係る当面の規制緩和措置につい   

て（平成9年1月24日自旅第9号）  

・ゾーン運賃制の導入等タクシー運賃の規制緩和措置について（平成9年2月  

21日自旅第21号）  

・個人タクシー事業に係る当面の規制緩和措置について（平成9年3月5日自   

旅第25号）  

・個人タクシー事業に係る取扱い基準の見直」について（平成9年3月5日自   

旅第26号）  

・タクシー事業に係る事業の譲渡及び事業区域毎の運賃改定申請の取扱い（平   

成9年7月17日自旅第119号）  

・タクシーのゾーン運賃制における運賃改定方式等について（平成10年3月   



31日自旅第46号）  

・ワンマンバスの運行の取扱いについて（平成12年1月28日自旅第19号  

・自環第22号）  

・旅客自動車運送事業等運輸規則の改正について（平成12年1月31日自環   

第23号）  

2．改正する通達  

・町村合併等と事業区域の関係について（昭和29年4月17日自旅買446  

号・自貨第112号）  

・自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基  

準の一部を改正する省令の施行について（昭和36年4月10日自総第24  

6号）  

・ハイヤー■タクシー事業の休廃止申請等の取扱い等について（昭和41年1  

2月24日自旅第983号）  

・自動車運送事業者が破産した場合等における免許の取扱いについて（昭和4  

5年1月22．目白貨第17号）  

・一般乗用（患者等輸送限定）旅客自動車運送事業の免許等について（昭和6  

3年12月9日地自第275号）  

・貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貰渡し（レンタカー）の  

取扱いについて（平成7年6月13日自旅第138号）  

・タクシー事業に係る事業の分割譲渡の取扱いについて（平成10年12月1  

7日自旅第198号）   
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卜刃刃り 「嘩勅Pぺ霊P栂事卦鮎鞋増産コ邦lノー腫ナ湘軍君レ栗嘩卜刃事卦矧  

割輔面q惑ぃ」望叫軽」至匿踪e軍凶鞘粧 （N）  

。岬卜刃刃〓噂鎧〓一璃宜e rY  

喋とe中〓5瑞帥紳噸嘩卜刃舶項融雪叶璧軒」．坐融雪同軸 （「）  
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刃り時事勅±糾漣恥惟時夫長足  
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。刃り二捷甘運世ト∩悪レ」コ駅咄漣刃碑旺「蘇e讃－刃  

咄朋レ±詔勅哩「岳咄朝．コ嶋Pe中崎小型聖漣岩岡≠e報事e咄埜軍書 （「）  

レ二∩〓一冊豊崎小夜〓一昨輔柵憎悪帥柵噸匝凹．C  
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恕楢＿⊇逼蒜宍？コ辛抑匝刃上り．ト£臣漣′栗嘩邦〓一法博昭運′ヂ」） 咄  

建eY掴…e中．トニ鳩〓一¢野崎嶋PY瑚㌃や神崎卜刃小嶋±糾勅打続 H  

。恥刃岬嶋P神崎小郡憎〓一ヽ笥再卜  

山岬提簑Y酎ど根相情e中 ′トニ龍〓一朝聾岬嶋P叫嘲瑚舶坐河柵肘登米′」  

捷」腫槌夫濫白－匝刃碑廿昼」匪〓一珊粗簑糎嘩卜刃中旬±据漣打法 ♪  

。勅刃嘩嶋P碑こ捷二レ」頸思潮せN心′空Ⅲe」票  

踪′±糾勅」禁踪e打法e」璽鞋撃仲e肘蒜皿旺騒皿ヨ瑚輔柵璃  

噂冊願皿杏珊根柵廿 ′輔柵鰻哩咄裔皿蜜蠣望－′輔柵璃暇閻荷皿帥装由  

虻州｝相島 

。 

。勅刃嘩嶋P糎二捷′」レ」嘗聖他姓  

N心′栗Ⅲ吏∩捷）適量刃〓嘩±融漣什叶春雨一宮．コ£整勅忠泰e中．玉   

ザ車或〓ニ酷e雷眺塑珂題摂e↓ヨせ「簑神崎卜刃小嶋±削勅打法 ト  

。刃り′」捷」郡憎〓一鱒冊璧《岬＄恨〓一鴬．｝や咄尊e中3再紳舵岬昏 ㊤  

刃〓小貯水小e榊牌レ二∩‖一囁e罵．塑打法  

掛相打結 （「）  

レ二∩〓一仙栗林F結．「  

彊  

。刃l」小虻レ二∩〓一癖恒冊〓一刃〓虫凶世僻e僻轟皿輿輯e鴬 ′望打法  

な凶世髄e区結 （N）   

（哺駁萩堅炭）出番e（叶00C【絆栗皿ⅢC壷¢せト軍陣）レ二∩〓三悪躇e  

↓ヨ巴匠00∽   

↓玉江県00N  

叫玉江匠000－∞  

コ卯Y二讐慧芯還≠ ♪  

コ郡童L  盤堅塁寂†  

コ那Y「  盤埜Y萩 ト  
－のー  

（－ぺ阜∧上） 」璽仙叫e併願皿旺旛皿小虹レ」刃柵匠埜e斬蔚皿漣Y輿畔   

。
 

。刃〓嘩嶋Pe中崎トY景〓一盤埜咄霹皿岬怠由〓一常  

時小′」虻漣撃性情運奈＋．レ水準〓一¢野点」り剋勅督柵．塑漱蔚皿璽錬 ㊥  

。刃り昭二レ」脾勅世畔嘩卜帥単組ぃてトe冊蔚皿璽畔 ㊥  

。刃〓二連坐Pe中崎二レ±観潮余畠i亮〓一輔虻さ星組果報  

抑掴哩料恵議．トニ龍〓一世玉堤廿N拓Ⅲ惟甘．箪撃讐Pご霊蒜還芯一㊧′  

。勅刃や嶋P醇嘩  

小郡憎〓一♪〓一3増†笥再卜毘提簑（。」匡トヨ。克郎勅神崎本件漣只  

駐凧塑医璧密e↓ヨ抑匝刃走り．ト£臣勅′で吋現〓一定碑岬捷′ヂ」） 咄  

悪eY彗e中．トニ龍〓一車聾嘩嶋PY瑚㌃栗碑嘩卜刃小城±融潮位島 H  

勅刃嘩嶋P押通b加越〓一ヽ3嘩卜佃峠提  

簑Y剖ど咄瑠e中′トニ載〓一佃蝉昭嶋P刊叫潮嘲酬画聖珂柵廿攣堆二  

世」腫漣頁詳eI匡刃碑廿肇」匪〓一輔粗簑碑時世刃小城±糾ふ古壷岬 （  

。勅刃岬嶋P醇二卓二レ」聖堂漣廿N  

u′竺Ⅲe」禁轟．±糾融」禦産eF煉e」填輝建碑e冊願皿匠旛皿当  

用輔柵珊瑚斬蔚皿至舛根柵廿．輔抑璃暇冊荷皿雷獣望－．輔柵猶輿姫扁  

平帥装増悪．据伸雄哩培南瓜帥装盛－′レ電柵嘩卜刃中旬士融漣打法 †  

。勅刃嘩嶋P碑′」卓二レ」墾聖漣廿  

N丑′栗皿吏∩捷）捷簑刃り岬±裾拙監房望珂．ミギ掌拙監房e中．玉   

心事忌〓二転e回哺献塑珂望麒e叫ヨ廿二美神嘩卜刃小嶋士別勅打法 ト  

。刃り′」運」郡憎〓一層冊蜜《嘩怠恨〓一鴬 ′簑嘱望e中3再醇肥膵各 ㊤  

。刃り小虻lk小e朝鮮トニntJ一堰e鴬．塑打法  

鮒輔打法 （こ  

ぃ′」∩〓】仙栗林打法．「  

。刃り小足レ二∩〓一義歴酷〓一刃〓な凶聖僻e掛願皿輿鞋e鴬 ′坐F結  

虫凶世酷e甘藍 （N）   

↓ヨに匠00S   

↓ヨ巴尺00Z  

↓玉江県000－00  

コ珊YL 盤堕抑躍如町 ハ  

コ郡堂「  饉埜真宗 †  

コ郡Y「  鮭埜Y萩 ト  



す喘器岬〓】聖霊漣賀器白」璽琳．1k準拠樵聖畔嘩す捕捉勅悍柵e「髭コ叩 （∽）  

。
 

。二捷小藩聖玉士捷」蜜蝋勅封由良由由．」埋史勅誤字e恒腑加療  

峯撃射 ′賀器」輿租トニ堤〓一鑑査冊帖由鹿如 ノトu£′ヂ只〓一′栗嘩卜壮〓一  

宝鑑－〓一怒聴牌e太ヨ忌中 ′′栗嘩す壮〓一缶東柵岨駐e中レ果樹荷皿型輯 （ご  

。
 

。
 

二亜u粛軍玉±卓」  

脂璧〓一小嶋ニー♀喧e礁率ぃ二龍〓一怒樵柵．埜爺宗璽畔3東胡賓埋餌 （寸）   

二題虻題埜卜中仙旺露〓一Y里咄哺岬e山皿．＄吏e」聖獣e漱荷皿  （C）  

二捷甘捷鵠一夫±捷」唱璧〓一  

小ぺ二す♀喧e礪事トニ堤〓一怪磨柵勅此e中．隼u捷坐レ∩史料 （。白  

亜拙守車∩嶋3密告麗e柵思轡） 霊室鞋訳e締1H針哩吏」坦墓〓一」埋畔 （N）  

。
 

忘坦3画定岬埜宮元由dY咄…畔 ト  

。
 

二亜u亜禍一よ  

±捷玉±哩〓一噂曜凧哩盟）捷剖咄．望勅刃吏」圃髄瀬野碑嘩卜一理〓一馬 （L）  

刃り嘩す空咄斐喋コ現〓二寧e鴬．望打法  

弦状嘩本元〓一打結．N  

冊濫〓  

。（押掛荷皿弛旺悪疫） 畢e中  

小卜直上匠僻血  

（。嘩蛋〓一厘斬eト虫  

∈卜簑噂恒漱 ′∩′栗 ′ミ幅PトヨY琵咄拙酷麟） ぺてhこ∵yけ旺髄論  

帰匠蠣旺腐品  

ノ」捷」刃髄在官結世姫里鞘3頑（。嘩笹11一  

圧掛時雨地咄∈トレ栗哨恒僻塑珂↓ヨYOC咄相称樵）下て旺礪血 ′」u吏  

当僅d孟T⊥ご誓年利e」塑扁  

報定璽畔3頑割安填租  

鼻匝僻地鮎完璧椒宗佐聴牌  

下撃砕望3密書樽忘e世血  

書樽怒3画定埠e怪礁柵eY埋粧  

嘱題eY叫帆  ヽ
一
丁
、
H 七

一
R叶

  
e）

＠
 ㊥

㊥
＠
  

I （〓－  

ト悪彊〓一世宝咄賀慧e」璽畔．両壁漣轄粟粒ゃす掃毘植野牌e「捉コ叩 （∽）   

。
 

。
 

二捷小壷廻志±題」坦蝋勅封如亜轢照′」埋聖漣誤半合但髄抑賀  

室蟹副．弱輩」聖賢トニ龍〓一怒東林地謎憎訂．隼u£′や量〓一′栗時下壮〓一  

霊哲－〓一怒涯柵e去ヨ玉中．′栗嘩卜壮〓－怪脛柵醜謎e中量腑忌皿壁画 （S）  

。
 

ギ義ふふ竜三主義」  

胎璧〓一中旬二す皐喧e輔車｝二克〓一怒聴牌．空前定型鞋3頑僻茹壁画 （寸）   

二亜甘車型レ中仙旺r隠〓一Y宴勅堀中e山皿．£吏e」璽畔e冊荷皿 （c）  

二母心題廻玉±卓」唱璧〓一中   

州ニー♀畦e礫卓トニ龍〓一怒鞋柵勅虹e中．トu捷埜ト∩監勅 （。克  

郎勅ヾ中∩嶋3奥伝望e解明冊暇）蟹堅聡訳e腑恵画王」坦墓〓一」里程 （N）  

。
 

当懐e範－塑宮前馴e」聖獣 叶  

琴軍讐讐ゴ慧貰蒜蒜［ 莱  

鱒鱒呵型些垂琴竺一駅怒粧柵 七  

重是馳望3密書拙怒e世冊 H  

書付怒3画法岬e忘聴牌eY璽軽 ♪  

喘建eY瑚…†  

怒塑3画定埠曇河畔出eY璽址＝■ト  

二母心粛軍玉  

±捷玉±哩〓一噂曜増輿盟）捷剖聖．世勅刃⊥」圃髄佃野柵嘩卜一理〓一書 （「）  

。刃〓嘩ホモ組立頗コぺ〓二早e鴬．塑打法  

彗城崎小技〓一打詫．N  

。
 

斬濫〓 ㊥  

。（帥僻荷皿強堅嘲蒜〇里e中 ＠  

小卜小工匠僻皿 ㊧  

（。時空〓一圧肺eト壷  

∈卜簑噂恒髄ノ∩′束 ′コ嶋PトヨY完咄咄冊廠） ベレ二］へ∴丁け『〇腫郡 （桓  

軒匿樵匠騒皿 e  

二捷」刃疎音百島世姫里陣3再 （。嘩醒〕  

僅掛嘩べ題勅2卜簑蛸値軒坐珂↓ヨYOm咄地掛僻） ぺて旺僻皿．」㌣吏   



蕪辞二捷二レ士糾勅 （。り匡トヨ。胡坐．坐レ∩嶋〓一針願皿果） 盟舶〓一  

彗樹凋叫叫轡倒副也痢叫嘲悪l判叫司間引酬副叫野間叫 倒  

。嘩す刃eヰゃすサ↑堪勅願榔岬卜一理〓一鴬  

〓一価肺岬各庁比翼租併願皿旺価皿．±レ」恕〓一肺腑甘e （百島票溢） F結 （Z）  

。嘩す刃eヰ嘩す玉建〓一嗜眠叫判盟岬小憩如拙胞由  

e怒聴牌岨駐e椒轟皿旺旛皿昭卜刃小現」勅」璽輝 ′望榔仰畔甘e甘結 （「）  

恥璧叶把甘．C  

。
 

。
 

。岬嶋簑刃l」心血〓ナ鼻血  

百島±医．中仙づ世拙」璽輯e冊願血傑出．±仙刃吏」必恨〓京†煉柊〓一  

3増刷情僅斬掴哩蜜柑3再ポ輔楯弛増強蒜皿塁叫．瑚仇撒哩蟹棺簑Y璽鞋 （の）  

二母心捷吊一夫±捷」玉出レ嶋  

噂喧増哩坦〓一刃〓軍凶悪卸e喧凧照盟〓一P桐山〓」二叫の肘通ふ 「柵姉澄  

璧湘璽鞋」 e「屈璧嘩墜〓一撃琴§㌣聖山＝こ〓㍍′雲山「町寸合計短 （∞）  

二運甘母型玉±捷」膚空〓一中旬嘩卜忠埜槌夫り〓一昨恨斬嘲  

e冊南瓜璽輝．」と桝拠出川聖獣吏」祥心岬漣瞥柵eN彊忘．世〓一Y耐抑十 （卜）  

。二運心運蟹玉±運」壮埜↓ヨ臣せZヰ刃）亜令．〓石刃刃岬  
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。噂卜刃eヰ嘩卜王  

堪勅願輌岬ヒ望〓一鴬」Tサ£′下毛〓一概璧e（N） ′至レ二∩〓一畳舶空疲竜  

墜〓一作掛 （百島髄禦）百恵盲 （。克郎勅佃聾昭二レ士羽漣打法コぺ〓一雌  

眼梱哨坦e里）車暫時嶋P柵岬二レ士糾漣F結e」璽軒〓一蛋レ美称惟甘 （m）  

僻地－顛値肘岨駐コ択世聴講怒聴牌e圧帥喧凧哩盟－区 側  

榔顧仰世e此二亜」郡悩岬〓一旬柵蜜《  

e（。嘩卜刃Y凰蹴埜レ∩嶋lノーY瑚仇振．咄建彗レ∩嶋〓一Y叫〇柵柵岬昏 倒  

（。嘩卜刃鱈  

岬Y剋蹴埜レ∩嶋〓一Y周忌．粧凹型埜レ∩嶋〓一Y里）柊梨鞍山腑串＃鞘 倒  

畳輌吏」掃泥舟嘉董蒜蒜ご皇讐甲宗聖獣－周  



。刃l」昭二ト」障勅璧蝋聖獣昭邦〓一ぺて言〓い†け  

翠騒皿昭夫成毛留刃二亜量感症百七）二レ」虻相槌輔怖．坐レ∩嶋〓一神  

崎二レ±据漣F耗e輔柵－薫仇＼∵」将来∴一ぺてロト†け旺僻皿．〓一塁 ㊧  

。刃りヨ呵槌 

岨堆蝋聖獣時夫成毛留刃二題簑周臣P叫）二レ」忠相勅輔碑．」腫漣璧椰  

柾聖e↓ヨせN．レ二∩〓一輔柵－雫阜∧ユeP世琳里 ′埜レ∩嶋〓一輝二  

卓二レ±騨漣F結e輔柵－雫仇＼∵↓嘩現〓一ぺてロ小ヽけ旺輝皿．植田 ㊤  

。
 

刃〓嘩  

卜榊碓′栗小勾′ヂ」題簑忌中龍小史梱哺虻さ黒柳聖経碑璃轡簑Y輿蹄．コ  

邦〓一帥岬卜廟肺レ二∩〓一昭e鴬．〓一Ⅷ仙．水芸〓一針輔F結e（「）．「  

掛相打結 （「）  

。嘩卜刃刃り嘩現〓一鴬．私心£′や量〓一咄繋eC～「ヰ  

｝二∩〓フ」悪鐙e中．〓一ヰ刃刃嘩す藍昇一ノー堅コ叩刃聖斬e里 ′坐レ二∩．ノー（。ぷ   

佃漣F耗髄響） F恵自」璽畔eぺてロト†け狂騒皿．匝e余如．毛吏e〓  

。嘩嶋P器  

欝簑g二捷吏監鵜島簑哺虻さ願知聖e帥小忙漣要塞檻兢e帖ぜ暇簑Y璽畔レ」  

盟十〔一」聖獣．龍捷．簑樽崎P灯り刃昭二レ仙レ∩虻勅仰血｛トニnlノーづ甚e覇  

悪さ畳知聖ぺて昏畔コ邦朕建．坐レ二∩〓一」輿鞋昭墜〓一ぺて□小ヽけ旺撤皿  

蚕柵廿eレ二∩〓一F絃e」雌…畔eぺて□小†け旺撤皿．寸  
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Ⅲ
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卜
  

鞋頗3感由壷芯こ肯－〓一打結 （N）  

㊥  

㊧  

㊤   

（寸）
   

倒   

叫   

叫  

」  
－NL－  

捷吏監組長簑咤虻さ畳柾梨ぺて撃畔e帥小史勅要撃査釈e叶遅嘲笑Y璽鞋レ」  

埋立〓一」輿餌．鳩捷．簑樽崎P灯り刃昭二レ仙レ∩忠勅轍皿≠レ二∩〓一づ堤e種  

串要撃慧警〇昌蒜；元庚恕．坐レ二∩〓一」輿畔嘩墜〓一ぺて□小†け匿騨皿  

直江eト二∩〓一打法e」輿畔eぺて□小†け旺輝皿．寸  

。刃り二卓二｝±嚇拠金  

割引惑1叫咽到可釧コ鞘嘲叫国呵腑叫副．空レ∩嶋〓一昨  

昭二レ±羽漣F結e輔冊－苫爪∵バ上諭叩現〓一ぺてロトヽけ旺騒皿 ′〓一出 ㊧  

。刃り二卓二レ±糾減食或e  

」 
加聖e叫ヨ廿N ′レ二∩〓一輔柵－只阜∧上eP世帰室．埜レ∩嶋〓一輝二  

捷二レ±糾漣打法e据柵－只阜∧」嘩邦〓一ぺてロトヽけ旺旛皿．増田 ㊤  

。
 

刃り嘩  

本朝植′や小知′ヂ」題簑忌中哉小史勅婿虻さ畳糎聖経碑猶噌簑Y璽耀．コ  

邦〓一帥嘩卜榊牌レ二∩〓一嘔e鴬．〓一成仙 ′水芸〓一軒軸F結e（こ．「  

針哺匠詫 （L）  

。時世刃刃〓嘩邦〓一馬．牛耳£′や量〓一帖雲eC～「ヰ  

レ二∩〓一二悪躇e中 ′〓一ヰ山∴～嘩」に宜五〓一撃亮刃聖碑e宰 ′埜ト′」∩〓一（。克   

郎漣匡結鼎如） 打続e」璽輝Gぺてロトヽけ匠輝皿．匝e公知 ′£吏e〓  

。昭嶋P器群レ栗e二  

瀬駐在Ⅲ一品惑恒咄岨慮宗世漱石忘脛柵  

蚕怪咄e刃〓な凶世咄G咄霹皿輿畔嘩卜刃中旬」づ嘩漣」璽輯  

粧塑3画定岬聖火衰由さY輿餌  

。嘩卜  

刃eヰ中止卜二∩〓一悍怖G鴬．至宝嘩eづ僅e品－堅剛範朝e」聖獣  

瞞踊－茹恒冊帖駐「面世斬高忘檻柵e圧脚曜屈曲由－匝  

（。）盤勅佃野昭二ト  

±糾漣F結e噂旺掴昭盟増訂）黒柵吏」轟捉勅霹定璽甑3頑僻註翼輯  

（。）鮭勅中野昭二レ士別   

勅打法e蛸畔凧轡世城川訓） 叶e烏F結嘩墜〓一（＃柊）忘醇林崎吏州  
」叫「  

㊥  

㊧  

㊤   

（寸）
   

叫   

副   

↓   
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刃り小蔑コ良ぃ吠栂聖勅埜虻e  

玉付点中．り世〓一協定e中．埜レ二∩〓一柵岬隆運悪柵什抑把甘小社〓一堕¢e  

Y桐…．惟甘小辻tノー湛晋e輔柵  
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8   
倒
  

榔昧嘉凧尊雑件 ト  

。嘩卜刃刃り岬トと鷺漣剰明科鴬l岬墜〓一堪l酬紺  

冊e匝肘N煽由 ′レ水口只〓一（N）mト」聖面軽．塑レ∩吏如〓荘川甘打法  

恥璧叶仰川甘 ■可吋〕  

叫ヨ∈
U
≡
  

…≡二－・－尺八∵バユ「〓」  

コ吏郡〓一匿憎e璧叶把甘3再掛軸F結 （「）  

瞥柵掴駈eレ∩吏如〓一鱒暇e蝿画．m  

感性琳ぺてロトヽけコ駅伝聴牌  

召珂期   ヨ嘲酬  

ギ云ふふ竜三主義」唱瀬  

ト
lヽ

－
t｛

ヽ
  

1 C【 －  

。嘩卜刃刃り嘩小  

国仙川と横瀬惑M日産 

匝肘N黒坦．レ水芸〓二N）mレ」刃「面壁．塑ト∩吏郡〓－壮畔甘F結恥部－  

勅張叶腫腑甘 （N）  

。刃り小悪コ産レペ堪難叫漣史肺廿e  

よ叫よ中．り世〓一助圧e中．埜レ二∩〓一腫岬旺題恵虻抑舵㈹甘小社〓一審矩e  

Y瑠．惟各小社〓一塞賢e輔柵 ′コ吏訂〓一旺憎e璧叶舵畔昏笥頑掛相打監 （「）  

腎冊掴匪eレ∩⊥如〓一旺暇e憎整．S  

鮭壷 （寸）  



（寸椙璧）煎促冊轟紳輔柵：叩聖璽rl叩偲僻 ㊥  

（E椙璧） 賀案金具3褒畔果樹瑚 ㊥  

（N居璧） 賀半酎或仲川駐打法 ㊤  

。刃り岬卜  

如辞レ嶋叫瑚劉剰〓一P栂Ⅲ岩慧廿崎コ邦〓二叫椙璧～N絹璧）屈璧e  

堪コ叩漣瞥柵岬＄恨〓一鴬．埜レ∩嶋〓一眼結締車麗蟹焦3再岨忠昭穴君亜  

レ二∩〓一舶昔e肺腑璧凧慎珊 （寸）  

。刃り嘩小粋皿｛レ二∩〓一昨擾萩嘩小夜〓一望粧〓一3  

増旺哩出増e爺忘璽餌笥再朝諾翼醒．忘吏岬区勅↓匡e堅コ叶e抑圧一束  

レ二∩〓一埜曽e堅コ肘e柵旺露 （E）  

。刃り嘩す岨細≠〓一出越．£咄咄」Ⅱ…躇e  

百島．望〓一項野吏長竹盤世簑琳柿崎す頻相〓一生鵡吏」王〓一打結．吏栂  

。刃〓嘩卜堰駈〓一生レ二∩〓一埜璧合羽楢e  

冊甫皿璽畔3褒づ蛙e環忙重畳和製据柵璃判冊荷皿トニ龍〓一種野eり  

。刃り呼名併勅如辞り  

廷〓一輝導〓一ヰ刃刃り小足勅榊闘lノ豆託璃」環〓一Y輿艶吏±飼拙百島 （N）  

輔柵e帥冊謎匝鞘3感Y蟹匝報．＄吏岬匝勅ご朝型e輔柵－苫几∵バユ  

〓畠肘画畑山珊叫 （l血」  

（可屈璧）聖蝋典輝 働  

二鳩〓一応聴牌組駐e恍柊．塑レ二∩〓一甲鱒軍票讐誉慧慧芸道蒜品道義  

撃湘 ′無害」璽甑．ザト∩嶋P中野吏」小〓」．簑二亜塑Peヰ嘩り朝漣  

摺臣捏皿卓中．干場Pe中崎心血〓一旺樵葦庫e匝漱レ鮎コ厭．坐レ二∩  

〓一」璽租e握琳吏点心レ鮭コ椎〓一怒粧柵e紳輔柵畔地塑珂圧鞘朝－匝  

レ二∩〓一旺腫…責庫e匝軒レ悪コ朕 」付」  

。刃〓嘩本物皿≠レ二∩〓一撃翻er岳せ小虹漣帥荷樵安国3覇荷轄  

献敵〓一急増岨詔e謹粟岬す悪根拠輔車叶班用心皿車匝紳輔柵 ′£卍eり  

。岬嶋P帖項レや轍督詑梱嘩す萩〓一種虻無帽竜王〓一味皿抑  

輔伸．簑昭嶋P掴恒特車輌榊ヰ肺小トHトe艶e習頗闘岬小  

友〓一輝輔柵．埜レ二∩〓一づ蛙e輔虹鱒柑紳輔虹重畳和製輔柵璃唱船荷皿  

レ二∩〓一紙萩づ坦e輔忠相…咄岬現〓亘匝紳輔柵．．ココ  

ヨ回嘲仙鞘山山叫倒閣呵ヨ矧血呵q山叫一箪 

－寸「 I  

二堤〓一怪傑柵帖駐e深場 ′塑トニローノー甲鱒予讐讐警E慧芸道這品退去  

埜湘 ′誤字」璽粧．ヰレ∩嶋P朝鮮吏」小り ノ簑イごザ望じ人？中将∴三朝漣  

摺臣捏皿卓中．ミ聖Pe中崎小瓶〓一撃鱈扁庫e檻恥レ鮎コ樵．塑レ二∩  

〓一」翼輯e檻冊吏点心レ鮭コ椎〓一怪轄柵e碑輔仲鮎理聖珂g経由－匝  

レ二∩〓一撃鱒芦鱒β鱒冊㌣聖子樵．」叫  

。刃り昭小粋空レ二∩〓一撃副e「岳捏小忙漣帥蔚轄辞世笥再扁鱈  

献紐〓一3増眼路e正賓岬す野郎漣輔虻瑚…憎u皿捏匝紳輔柵 ′忘吏e〓  

。昭嶋P輌項レや叫督詑梱嘩す寂〓一昭虻班咄  

岬邦〓一味皿紳輔柵．｝やゃ嶋P周明頂車輌㈱ヰ肺阜トHトe恕e梱闘嘩．下京  

〓一昨輔柵．望レ二∩〓一づ畠e燕虻瑚へ脚絆ボ虻さ願糎聖輔柵撒暇僻南瓜  

レ二∩〓一紙萩づ坦e燕忠相肌用岬邦〓哀匝紳輔怖 ■づ叫」  

（可棺璧）璧椰填畔 ㊥  

（E屈璧）賀半金或3錦秋蝿東側鋸 ＠  

（N椙璧）賀半獣或舵岬甘百島 e  

。刃りやト根岸  

レ嶋圃場矧融刊団〓一P栂警C警世雌コ邦〓二可甘璧～N慣璧）椙璧e  

鷺高瀬曹仲嘩£他〓一鴬 ′塑レ∩嶋〓一躍幣柵牢笠聖文3頑昭定職果君痴  

レ二∩〓一如群e肺腑璧蝋璽畔 （こ  

。刃り嘩卜無血｛レ二∩〓一帥哩詫嘩す詫〓一埜柾〓一3  

額旺噌出照台東産廃由も姦通蓋品蒜．忘吏嘩区漣↓匡e堅「堅甲碑旺貢  

卜二∩〓一埜曽e堅「一帖e抑圧「蘇 （C）  

。刃〓嘩小胆抑｛〓一出堪．£如拙」禦踪e  

打法．望〓一中野吏玉仙融岬思量搬柵ゃす層憎〓言†頗吏」サー〓一打耗．吏栂  

。刃りゃす掴匪〓一柵廿レ二∩〓一埜世合羽据e  

培願皿璽粧3褒づ窒e昭忙さ栗粗壁輔柵捜哩酔顔血レ土龍〓一¢辞eり  

。刃り嘩＄稀漣如群り  

世〓一輝導〓一ヰ刃刃り小冊什漣榊闘〓一式茸他．」萩〓一Y璽畔吏±羽勅F結 （N）   



（。嘩袈〓一ぺてロヘ†け旺旛皿）墜匪eムY糾鯉刃件恩咽  

（。嘩仙P簑刃り呼べピコ現〓一空堪e」叶e烏結成  

思噌） 叶牌e崗結成思昭b嘩畳嘲柑G結亜思哩 ′怒埜．鱒喧e神慮相  

伝埜3頑淀岬坐弼埠出eY据埜  

。
 

刃〓岬本件皿仲〓一中旬時貞£忙P顕≠転小二刃」填畔剖どe  

糎輔柵庫監e恒廠．埜レ二∩〓一」璽租e圧融通元〓一種継柵煤塵㌧衰云  

。刃り嘩卜炒璧小  

嶋仙捷註詫踵e中．Pe嘩嶋Pe中二捷u小型貞±捷点仙坦凧〓一世富レ  

（。嘩醒〓一ぺてロ阜ヽけ旺糎皿） 墜匪e刃Y据埜刃碑咽斬哩  

（。嘩机P簑刃l」呼べピコ亮〓一モ楔e」師e盟結由  

ば哩） 叶堆e貞道還芯芯豊ご讐撃鱒G結成慮由．佐世．鱒揖e碑題画  

経世3画定岬坐河岬由白Y桝埜  

輔山畔8沌 「二運動P簑刃り嘩士制勅 （。克巾拠出紅3再台監e糎題  

噂）史塞隙駅e神慮糊付′やY鱒租．レ」坦と〓一±騨聖e廠盃蒜」  （〓   

轟卍e此 「二鳥二†運里コヤエ誕」惟叫．望仙刃吏∩嶋簑併腫畔e咄監  

e曜凧照坦埜）」椒唯窓判頂書聖弼匝駄削．」姫埋卜項甘虻嘲」  （ト）  

。嘩卜刃コ逓刃e罵 ′坐レ二∩〓一瞥柵輔泥e  

（。嘩れP簑刃り嘩．kど〓一鱈輿甑．レ∩ペ〓一eヰ吏∩壁勅蛸畦塵租）酸璽畔  

〔「捉亮〕  

瞥牌嘩卜匝〓一督牌  

朝証輿錮  

蚕□叶虹咄  

宝皿匿埜〓一3増轟Y柵旺二廿3褒状虹坐弼匝凶虹鱒  

怒檻柵噌製．忘檻仲里蹄  

臣皆3再皆Ⅲ髄叫租  

叶姫僅咄坐河叶腫浩舶e冊顔皿填畔  

。嘩卜刃コ龍刃e鴬．望レ二∩〓一瞥柵描m腑e烏型輯  

〔N捉亮〕  

悍牌辞職e喜  

怒せ笥画法岬坐河畔出eY蛸鞘  

檻総帥噌痕．怒聴牌翼餌  

臣哲治再皆Ⅲ蛸蹄  

叶礁僅酷坐居中腫悪制e咄南瓜璽輯  
ぐ
IHl七

l只
l叫

で
、
lト

l  
．  

ぐ
IHl七

i只
l叫

  

－mL－  

瞥冊昭卜匪〓一挺仲  

朝諾輿軒  

嶽口叶虹咄  

富皿旺埜〓一3増茹Y柵旺r陪3褒状什叶璧医匝凶悪輿  

怒涯柵噌捜 ′怒標柵璽餌  

臣皆3密告Ⅲ聖粧  

中枢憧冊坐居中腫豊舶e船荷皿壁画  

（。嘩机P竃刃り㊥べピコ邦〓一空鷺e」帥ぢ指結成  

恩哩） 叶姫e烏耗境遇判b再畳聖e結成恩輿．忘世．鱒喝8糎ば由  

経世3覇定埠璧河畔出eY羽撃  

（。嘩仙Pレ雫刃l」嘩べピコ現〓一正堪e」叶e烏結暖  

昭琳轡）叶堆e増結噴佃琳噂3再思聖e結亜昭琳噌 ノ忘世．呼出e碑ば嘲 ヽ  

佐世笥再建碑坐河畔出eY削聖 ト  
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別 紙 2   

国自旅第165号の2  
平成14年1月31日  

〉ぁて   
各地方運輸局長  
沖縄総合事務局長  

自 動車交通局長  

特定旅客自動車運送事業の申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針に  

ついて  

記  

以下の方針の定めるところにより行うものとする。   

1．許可（道路運送法（以下「法」という。）第43条第1項）   
（1）運送需要者  

① 需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に  
単数と認められる場合はこの限りではない。  

② 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させ  
ない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。  

扱 客   取
①
②
 
 

）
 
 

2
 
 

（
 
 

一定の範囲に限定されていること。   
需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、  

需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合  

等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客である  

こと。  

（3）路線又は営業区域  
① 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。  
② 路繚については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。   

（4）公衆の利便  
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客  

自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持  
が国難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがない  
こと。   

（5）営業所  
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う  

事務所であって、次の各事項に適合するものであること。  
① 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものである  

こと。  
② 建築基準法（昭和25年法律第201号）、都市計画法（昭和43年法律第100号）、  

消防法（昭和23年法律第186胃）、農地法（昭和27年法律第229号）等関係  
法令に抵触しないものであること。  

③ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。   

（6）事業用自動車  
申請者が使用権原を有するものであること。   

（7）自動車車庫  
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場  

合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじ   



めとする管理が十分可能であること。  
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上   

確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるもの   
であること。  

③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。  
④ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものである   

こと。  
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないもの   

であること。  
業 
業
 
 

事
事
 
 

自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令  用
 
 

（昭和36年政令第265号）に抵触しないものであること。なお、前面道  
路が私道の場合にあっては、当該弘道の通行に係る使用権原を有する者の  
承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないも  
のであること。   

（8）休憩仮眠施設  
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。た  

だし併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直撫で2  
キロメートルの範囲内にあること。  

② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するもの  
であること。  

③ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものである  
こと。  

④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないもの  
であること。   

（9）管理運営体制  
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものである  

こと。  
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の  

有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。  
③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。  

車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常  
連絡をとれる体制が整備されるとともに、貞呼等が確実に実施さ  

れる体制が確立されていること。  
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び  

自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）に基づく報告等の  
責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されて  
いること。  

⑥ 上記②～⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。  
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。  

ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否  
の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されている  
こと。   

（10）運転者  

① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画が  
あること。  

② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。  
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第  

36条第1項各号に該当する看ではないこと。   

（11）法令遵守  
申請者又は申請者が法人である場合においてはその法人の役員（いかな  

る名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を  
含む。以下同じ。）（以下「申請者等」という。）が、法、貨物自動車運送  
事業法（平成元年法律第83号）及びタクシー業務適正化特別措置法（昭  
和45年法律第75号）等の違反により申請日前2年間及び申請日以降に  
輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限（禁止）の処分を受けた者   



（当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を  
受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の役員  
として在任した者を含む。）ではないこと等法令遵守の点で問題のないこと。  

（12）損害賠償能力  
対人8，000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計  

画車両の全てが加入する計画があること。  
ただし、公営の事業者は、この限りではない。   

2．事業計画の変更の認可（法第43条第5項（法第15集準用））  
（1）1．（1）～（10）、（12）の定めるところに準じて審査すること。  

（2） 事業規模の拡大となる申請については、申請者等が以下のすべてに該当す  
るものであること等法令遵守の点で問題のないこと。  
① 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反  

により申請日前2年間及び申請日以降に輸送施設の使用停止以上の処分又  
は使用制限（禁止）の処分を受けた者（当該処分を受けた者が法人である  
場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発  
生した当時現に当該処分を受けた法人の役員として在任していた者を含  
む。）でないこと。  

動幸運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反  自
送
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の 安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福   
祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日   
前に当ま命令された事項が改善されていること。  

③ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させ   
ていないこと。  

④ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法（昭   
和35年法律第105号）の違反（無免許、飲酒、過労に起因する事故、   
ひき逃げ等）がないこと。  

⑤ 旅客自動車運送事業等報告規則（昭和39年運輸省令第21号）及び自   
動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。  

3．標準処理期間   
1．については3ケ月、2．については2ケ月とする。  

附 則   

1．本処理方針は、平成14年2月1日以降に申請するものから適用するものとする。  

2．1．（．11）、2．（2）①及び2．（2）②におけるタクシー業務適正化特別措置  
法に基づく処分には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法に  
基づく処分を含むものとする。   



国自旅第165号の3  
平成14年1月31日  

〉ぁて  

道路運送法第5章（自家用自動車の使用）及び第6章（雑則）に規定する  
申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針  

記  

以下の方針の定めるところにより行うものとする。  

1．自家用自動車の共同使用の許可（道路運送法（以下「法」という。）第79条第1  
項）  

（1）共同使用者が具体的に特定していること。  
（2）共同使用者間に自動車の使用及び管理に関する合意が存在すること。  
（3）共同使用者間の合意から判断して、共同使用者のそれぞれが自動車の使用及び  

管理に関する実質的な権限と責任を有すると認められること。  

2．自家用自動車の有償運送の許可（法第80条第1項）  
（1）－般乗合旅客自動車運送事業の廃止に伴い市町村が道路運送法第15条の2第  

2項に規定する地域協議会の協議結果に基づいて代替バスを運行しようとする場  
合等公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であると認められること。  

（2）輸送の安全及び利用者保護の観点から問題のない運送形態であること。  

3．自家用自動車の貸渡しの許可（法第80条第2項）  
（1）借受人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しについては、平成8  

年2月9日付け自旅第12号に定める審査基準による。  
（2）貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しについては、平成7  

年6月13日付け自旅第138号に定める審査基準による。  

4．貨物自動車運送事業者に対する有償旅客運送の許可（法第83条）  
（1）公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であると認められること。  
（2）輸送の安全及び利用者保護の観点から問題のない運送形態であること。  

5．標準処理期間  
いずれも1ケ月とする。ただし別に定めがある場合はこの限りではない。   




